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１．事例の概要 

初産婦。妊娠３０週に嘔吐、子宮収縮、高度炎症所見が認められ、切迫早

産の診断で入院となった。子宮収縮抑制薬と抗菌薬の投与により症状は改善

し、妊娠３２週に退院となった。妊娠３４週の腟分泌物培養検査で、Ｂ群溶

血性連鎖球菌（ＧＢＳ）は陰性であった。妊娠３５週０日に嘔気、嘔吐、発

熱、性器出血のため当該分娩機関の救急外来を受診した。受診時の体温は３

９．０℃であった。内診と経腟超音波断層法が行われた後、入院となった。

入院後、胎児心拍数を確認したところ８０～１００拍／分台で、帝王切開が

決定された。入院後の血液検査では、白血球２５００／μＬ、ＣＲＰ０．２

ｍｇ／ｄＬであった。帝王切開決定から５１分後に児は娩出された。病理組

織学検査では、卵膜及び臍帯に炎症所見はみられなかった。 

児の在胎週数は３５週０日で、体重は２３４６ｇであった。臍帯動脈血ガ

ス分析値は、ｐＨ６．８２６、ＰＣＯ２９１．５ｍｍＨｇ、ＰＯ２１６．１ｍ

ｍＨｇ、ＨＣＯ３
－１４．８ｍｍｏｌ／Ｌ、ＢＥ－１９．３ｍｍｏｌ／Ｌであ

った。生後１分のアプガースコアは１点（心拍１点）で、口鼻腔吸引、バッ

グ・マスクによる人工呼吸等が行われ、生後５分のアプガースコアは７点(心

拍２点、呼吸２点、反射２点、皮膚色１点)となった。当該分娩機関のＮＩＣ

Ｕに入院となり、入院時の細菌培養検査では、外耳道から大腸菌が少量検出
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された。生後２時間頃から無呼吸が出現し、その後呼吸状態の悪化が認めら

れたため生後約９時間で気管挿管が行われ、高次医療機関のＮＩＣＵへ搬送

となった。生後１１日に実施された頭部ＣＴスキャンでは、低酸素脳症を反

映した所見および脳実質内の出血が認められた。 

本事例は病院における事例であり、産婦人科専門医２名（経験年数１８年、

２０年）、小児科医１名（経験年数２４年）、麻酔科医１名（経験年数９年）

内科医１名（経験年数１３年）と、助産師１名（経験年数６年）、看護師６名

（経験年数１～１９年）、准看護師１名（経験年数３３年）が関わった。 

 

２．脳性麻痺発症の原因 

本事例の脳性麻痺発症の原因は、妊産婦のショック状態あるいはショック

に近い状態により、子宮血流量が減少し、胎盤への血流量が減少したことか

ら胎児が低酸素・酸血に陥ったことであると考えられる。妊産婦がショック

状態あるいはショック状態に近い状態となった原因については、感染の可能

性が考えられるが、原因菌と感染巣については特定できない。感染症の発症

時期は、来院約２時間前の、発熱、嘔気、嘔吐が出現した直前であり、その

後急激に重症化したと考えられる。また、出生後の呼吸状態の悪化が、脳性

麻痺の症状の増悪に関与した可能性がある。 

 

３．臨床経過に関する医学的評価 

妊婦健診における管理は一般的である。妊娠３０週に切迫早産の診断で入

院した際の管理は、切迫早産症状、炎症所見に対して子宮収縮抑制薬や抗菌

薬の投与等により治療を行ったことは一般的である。妊産婦の高度炎症所見

に対する原因検索については、一般的であるという意見と、尿沈査、尿培養、

血液培養等の検査が行われなかったため一般的ではないという意見の賛否両
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論がある。 

妊娠３５週に妊産婦が下腹部痛、性器出血、発熱、嘔気、嘔吐を主訴に救

急外来を受診した際、来院から９分後に病院当直医が産科医へ連絡し診察を

依頼したことは一般的である。病院当直医から連絡を受けた産婦人科医が、

内診と経腟超音波断層法を行ったことは一般的であるが、この時点で胎児心

拍数を確認しなかったことは一般的ではない。入院後の管理については、分

娩監視装置の装着を試み、胎児徐脈が認められたため緊急帝王切開を行った

一連の対応は一般的である。産褥期の管理も一般的である。 

新生児管理については、出生直後に人工呼吸等を行ったことと、その後、

酸素濃度３０％の保育器に収容して様子観察したことは一般的である。生後

２時間頃より無呼吸発作、血液ガス分析で二酸化炭素分圧の上昇が認められ

たが、保育器内酸素投与と無呼吸発作時の一時的な刺激やバックマスクでの

人工呼吸で呼吸管理を行ったことは、新生児仮死で出生した背景等を考慮す

ると、一般的ではない。また、本事例のように、重症の感染が疑われる母体

から出生した児であれば、予防的に抗菌薬の投与を行うことが一般的であり、

本事例において出生後に抗菌薬の投与を行わなかったことは一般的ではない。 

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）当該分娩機関における診療行為について検討すべき事項 

（１）新生児の対応について 

母体の重症感染症が疑われ、新生児仮死で出生した児の管理法につい

て習熟し、児の状態によっては早期に高次医療機関へ搬送することを検

討することが望まれる。 

 （２）感染症が疑われる妊産婦の対応について 

    本事例のように、妊娠中に高度炎症所見が認められる場合は、尿沈査、
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尿培養、血液培養等を行い、感染症の原因検索を行うことが望まれる。 

 

２）当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項 

救急時の対応について 

妊産婦が救急車で搬入された際、救急外来で一次診察が行われたが、そ

こでは胎児心拍数が確認されず、その後産科病棟へ入院となった後に胎児

徐脈が確認された。当直体制を含め、妊産婦の救急対応について院内で検

討することが望まれる。 

 

３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

（１）学会・職能団体に対して  

   母体感染症に関する研究について 

   母体感染症が新生児の脳性麻痺発症にどのような影響があるのかにつ

いての学術的な解析が望まれる。また、母体感染症の診断法、治療法等

に関する研究を推進することが望まれる。 

（２）国・地方自治体に対して 

周産期医療体制の支援について 

全ての分娩取り扱い施設で当直体制がとれるよう、周産期医療体制の

構築へ向けた支援を行うことが望まれる。 
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